
お知らせ

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

子
育
て

健
康
・
福
祉

文
化

各
種
相
談

ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

子
育
て

健
康
・
福
祉

文
化

各
種
相
談

ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト

パ
ー
プ
ル
リ
ボ
ン
＆

オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
☆
ツ
リ
ー

　

11
月
12
日（
月
）～
11
月
25
日（
日
）は

「
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
」

期
間
、
11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

で
す
。「
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す

運
動
」
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
パ
ー
プ
ル
リ

ボ
ン
と
「
児
童
虐
待
防
止
運
動
」
の
シ
ン

ボ
ル
で
あ
る
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
を
飾
っ
た

パ
ー
プ
ル
リ
ボ
ン
＆
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
☆

ツ
リ
ー
を
設
置
し
ま
す
。

　
女
性
へ
の
暴
力
や
児
童
虐
待
の
な
い
社

会
の
実
現
に
向
け
た
あ
な
た
の
「
願
い
」

や
「
決
意
」、「
被
害
者
に
寄
り
添
う
メ
ッ

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
岡
山
地
方
法
務
局
と
岡
山
県
人
権
擁
護

委
員
連
合
会
で
は
、
次
の
期
間
を
「
女
性

の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間
と
し

て
い
ま
す
。
女
性
を
巡
る
さ
ま
ざ
ま
な
人

権
問
題
に
つ
い
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　
11
月
12
日（
月
）～
11
月
16
日（
金
）

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時
／
11
月
17
日

（
土
）～
11
月
18
日（
日
）午
前
10
時
～
午
後

５
時

電
話
番
号　
０
５
７
０
‐
０
７
０
‐
８
１
０

問
市
民
課
☎（
21
）０
２
５
４

子
育
て

プ
レ
パ
パ
・
プ
レ
マ
マ
ス
ク
ー
ル

日
時　
10
月
27
日（
土
）午
前
10
時
～
11
時

30
分

場
所　
高
梁
保
健
セ
ン
タ
ー

講
師　
西に
し

田だ

啓け
い

子こ

さ
ん（
吉
備
国
際
大
学
子

ど
も
発
達
教
育
学
科
講
師
・
看
護
師
・
助
産
師
）

内
容　
パ
パ
・
マ
マ
に
聞
い
て
も
ら
い
た

い
お
話
、
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
な
ど

対
象　
妊
婦
や
そ
の
家
族（
子
育
て
中
の

人
も
参
加
で
き
ま
す
）

申
し
込
み　
吉
備
国
際
大
学
た
か
は
し
子

育
て
カ
レ
ッ
ジ
実
行
委
員
会（
こ
ど
も
未

来
課
）へ

※
託
児
が
必
要
な
人
は
事
前
に
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

問
こ
ど
も
未
来
課
☎（
21
）０
２
８
８

児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

　
児
童
虐
待
は
社
会
全
体
で
解
決
す
べ
き

重
要
な
課
題
で
す
。
児
童
虐
待
を
予
防
・

早
期
発
見
す
る
た
め
に
、
家
庭
や
学
校
、

地
域
な
ど
社
会
全
体
の
関
心
と
理
解
を
深

め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

虐
待
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
ら

　
す
ぐ
に
こ
ど
も
未
来
課
へ
連
絡
し
て
く

だ
さ
い
。
あ
な
た
の
1
本
の
電
話
で
救
わ

れ
る
子
ど
も
が
い
ま
す
。
連
絡
し
た
人
の

健
康
・
福
祉

平成 31 年度 入園児募集
　市内の幼稚園・保育園・こども園は、平成 31年度
の入園申し込みを受け付けます。
　入園を希望する保護者は、受付期間内に「支給認定
申請書」を提出してください。

幼稚園
対象　市内に在住する満３歳から満５歳までの就学前の子ども（平成25年４月２日生まれ～平成28年４月１日生まれ）
通園区域　�学校の通学区域に準ずる（保護者の責任において通園が可能な場合は希望する幼稚園に入園すること

ができる）

保育園
対象　市内に在住する保護者の就労などにより、日中の保育をする人がいない就学前の子ども

こども園（幼稚園と保育園の両方の機能を持つ施設）
対象　市内に在住し、利用を希望する就学前の子ども（認定により預かり時間が異なります）

問入園を希望する各園／こども未来課�☎（21）０２６４

入園手続…�入園を希望する園へ「支給認定申請書」
を提出してください。申請書は各園、
こども未来課に備えています。

受付期間…�11 月５日（月）～ 11月 22日（木）
※正式な入園決定は平成31年２月ごろになります。

幼稚園名 住所
受け入れ年齢（平成 31 年４月１日時点）

預かり保育 電話番号
３歳 ４歳 ５歳

高梁幼稚園 中之町 7 ○ ○ ○ ◯（一時のみ）（22）２１１９
高梁南幼稚園 上谷町 4348 ○ ○ ○ ○ （22）２３２０
津川幼稚園 津川町今津 1069-2 ○ ○ ○ ○ （22）２７７６
川面幼稚園 川面町 1801-1 ○ ○ ○ ○ （26）１３２６
巨瀬幼稚園 巨瀬町 4972-5 ○ ○ ○ ○ （25）０１０１
中井幼稚園 中井町西方 301-1 ○ ○ ○ ○ （28）２７００
玉川幼稚園 玉川町玉 1528-2 ○ ○ ○ ○ （22）７５３７
宇治幼稚園 宇治町宇治 1677 ○ ○ ○ ○ （29）２４１７
落合幼稚園 落合町阿部 1682 ○ ○ ○ ◯（一時のみ）（22）６５７８
福地幼稚園 落合町福地 1578 ○ ○ ○ ○ （42）４１３６

※保育時間は全て�午前８時 30分から午後２時まで（水曜日は午後１時まで）です。
※預かり保育の預かり時間は、通常保育終了後から午後５時 30分までです。

保育園名
（公立・私立） 住所 定員

（人）
受け入れ年齢（平成 31 年４月１日） 保育時間 電話番号0 歳 1 2 3 4 5

高梁保育園 公 向町 21-2 120 ６カ月以上 ○ ○ ○ ○ ○
午前７時～
午後６時　

（22）２４２３
高梁中央保育園 私 下町 134 80 ３カ月以上 ○ ○ ○ ○ ○ （22）４３３３
落合保育園 私 落合町阿部 1683 90 ３カ月以上 ○ ○ ○ ○ ○ （22）４４６６

備中保育園 公 備中町布瀬 182-1 30 ○ ○ ○ ○ ○ 午前７時 30 分～
午後６時 30 分 （45）３１４２

こども園名 住所 定員
（人）

受け入れ年齢（平成 31 年４月１日） 保育時間 電話番号0 歳 1 2 3 4 5
有漢こども園 有漢町有漢 3328-3 100

６カ月以上

○ ○ ○ ○ ○ 午前７時 30 分～
午後６時 30 分

（57）２０１４
川上こども園 川上町地頭 1365-1 120 ○ ○ ○ ○ ○ （48）３１３３
成羽こども園

（仮称） 成羽町成羽 2251-1 120 ○ ○ ○ ○ ○ 午前７時～
午後６時 （42）２０１１

保育園・こども園共通事項
・１歳未満児は若干名の募集となります。平成 30年 11月時点で妊娠中の場合も申し込みできます。
・年度の途中で誕生日を迎えて入園する場合も、平成 31年４月１日の満年齢がその子どもの年齢となります。
・延長保育はすべての園で午後７時までです。

セ
ー
ジ
」
な
ど
を
カ
ー
ド
に
記
入
し
て
ツ

リ
ー
に
飾
っ
て
く
だ
さ
い
。

期
間　
11
月
15
日（
木
）～
11
月
21
日（
水
）

場
所　
高
梁
市
図
書
館

問
市
民
課
☎（
21
）０
２
５
４

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

子
育
て
に
つ
い
て
不
安
や
悩
み
が
あ
る
と

き
は

　
子
育
て
の
不
安
や
悩
み
は
誰
も
が
抱
え

て
い
ま
す
。
不
安
や
悩
み
を
一
人
で
抱
え

ず
、
身
近
な
人
に
話
し
て
み
て
く
だ
さ

い
。
身
近
に
相
談
す
る
人
が
い
な
い
場
合

は
次
の
相
談
窓
口
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
こ
ど
も
未
来
課
☎（
21
）０
２
８
８

／
倉
敷
児
童
相
談
所
高
梁
分
室
☎（
21
）

２
８
３
３（
月
・
火
曜
日
の
み
）／
児
童
相

談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル
☎
１
８
９

人
権
講
演
会

　
人
権
が
尊
重
さ
れ
た
明
る
く
住
み
や
す

い
地
域
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
の
講
演

会
で
す
。
入
場
は
無
料
で
す
。

日
時　

11
月
30
日（
金
）午
後
２
時
開
演

（
午
後
１
時
開
場
）

場
所　
高
梁
市
文
化
交
流
館
中
ホ
ー
ル

講
師　

桂
か
つ
ら

米よ
ね

裕ひ
ろ

さ
ん（
落
語
家
・
僧
侶
）

「
落
語
と
こ
こ
ろ
の
お
勉
強
」

問
市
民
課
☎（
21
）０
２
５
４

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

建
設
業
退
職
金
制
度

　
建
設
業
退
職
金
制
度
は
、
中
小
企
業
退

職
金
共
済
法
に
基
づ
き
、
建
設
現
場
労
働

者
の
福
祉
の
増
進
と
建
設
業
を
営
む
中
小

企
業
の
振
興
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、

労
働
者
が
建
設
業
界
で
働
く
こ
と
を
や
め

た
時
に
共
済
機
構
か
ら
退
職
金
が
支
払
わ

れ
る
業
界
全
体
の
制
度
で
す
。

加
入
で
き
る
事
業
者　
建
設
業
を
営
む
人

対
象
と
な
る
労
働
者　
建
設
業
の
現
場
で

働
く
人

掛
け
金　
日
額
３
１
０
円

問
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
建
設
業
退

職
金
共
済
事
業
本
部
☎
０
３（
６
７
３
１
）

２
８
６
６

無
料
法
律
相
談
会

　
市
内
の
弁
護
士
、
司
法
書
士
、
税
理
士

に
よ
る
無
料
法
律
相
談
会
で
す
。
一
般
的

な
法
律
に
関
す
る
困
り
事
の
ほ
か
、
災
害

や
被
災
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
ま
す
。

日
時　
11
月
16
日（
金
）午
後
１
時
～
４
時

場
所　
ポ
ル
カ
市
民
交
流
コ
ー
ナ
ー

問
岡
山
総
合
会
計
税
理
士
法
人
高
梁
事

務
所
☎（
22
）１
１
８
１

12H30 (2018) 10 月13 H30 (2018) 10 月


